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金融商品取引法に基づく内部統制報告制度（以下、
J-SOX）における企業対応の進め方は「財務報告に係
る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」（企業会
計審議会）や「内部統制報告制度に関するQ&A」（金融
庁）に詳述があり、すでにご存じの方も多いと思いま
す。本稿では、改めてJ-SOX対応の企業のゴールを確認
すると共に、J-SOX対応を実務的に進める際のポイン
トを説明します。

J-SOXの目的は、企業の財務報告に係る内部統制を
強化し、開示の信頼性を確保することにあります。そ
して、J-SOX対応における企業のゴールは、期限内に経
営者が内部統制報告書を作成し、有価証券報告書と併
せて内閣総理大臣に提出し、開示することにあります。
当ゴールをJ-SOX対応の各フェーズで見失わないこと

が、J-SOX対応を進める際に重要となります（＜図1＞参
照）。

計画フェーズにおいて重要なことは、評価範囲の決
定です。評価範囲の決定においては、評価対象事業拠
点（連結子会社等）の選定、評価対象事業拠点の重要
な業務プロセス（例 販売プロセス）の選定等を行い
ます。
評価範囲は、財務報告に与える重要度に応じて選定
します。一般的には、売上高が投資家にとって重要な
判断基準と考えられるので、売上高の大きい事業拠点
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順に評価範囲が選定されます。
評価範囲の決定時に多くの時間と協議が必要になる
のは①子会社を買収・売却したり②連結子会社業績の
飛躍的な向上や著しい悪化により、連結売上高におけ
る各子会社の売上高構成比率が大きく変わることで、
前年度と比し評価対象事業拠点の範囲が変更となる時
です。評価対象事業拠点が増加したり、もしくは評価
対象事業拠点が変更になると、内部統制の整備と文書
化がゼロから必要となることがあるため、できるだけ
早く買収情報を入手したり、精緻な業績予測を入手し
て対策を立てることがポイントです。また、この段階
できちんと外部監査人と協議し、評価範囲を後から変
更するようなことがないようにしておくことで、ス
ムーズなJ-SOX対応が可能となります。

1. 整備段階におけるポイント
実施フェーズでは、まず内部統制を整備し文書化す
ることが必要となります。新たに評価対象となった事
業拠点の内部統制を整備し文書化することは、多くの
時間を要します。また、大規模なシステム改修があっ
た時も同様です。整備の際、ありとあらゆる内部統制
を盛り込むのではなく、財務報告の信頼性確保を目的
とすることを見失わず、財務諸表の虚偽記載を防止・
発見できるような内部統制を整備し、文書化すること
がポイントです。例えば、ISO規格への準拠性に関す
る内部統制を、J-SOXの内部統制文書に盛り込むべき
ではありません。J-SOXの目的は、財務報告の信頼性
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の確保であるからです。ISO規格への準拠性に関する
内部統制は、準拠が必要な部署において準拠マニュア
ルを整備・文書化し、業務監査の評価対象とするのが
ふさわしいと思われます。

2. 評価段階におけるポイント
次に、内部統制を評価することが必要となります。
評価をしている中で、いろいろな発見事項があります。
その発見事項を不備とすべきかどうかは、財務諸表の
虚偽記載につながる不備かどうかで判断します。例え
ば、工場において原価計算プロセスの評価を実施して
いる時に、品質管理マニュアルに不適合な対応があっ
たことを発見したとします。当該発見事項が、財務諸
表の虚偽記載につながるリスクがない場合、J-SOX評
価においては不備とはしません。しかし、当該発見事
項については、必要に応じて、工場長や業務監査チー
ムに共有し、対応を依頼することが必要です。
不備事項は、被評価部門にフィードバックされ、改善
され、再度評価することで、企業の財務報告に係る内
部統制が有効であるという結果を積み上げていきます。

▶図1　J-SOX対応スケジュール全体像

▶表1　J-SOX対応の進め方のポイント

J-SOX対応の企業のゴールは、経営者が内部統制報
告書を開示することですが、その前提として、開示す
べき重要な不備の判定を行います。
開示すべき重要な不備は、内部統制の不備のうち、
一定金額を上回る虚偽記載、または質的に重要な虚偽
記載をもたらす可能性が高いものをいいます。その不
備が開示されないと投資家が意思決定を誤ると判断さ
れるほどに量的・質的に重要な不備があった場合に、
開示すべき重要な不備と判定されます。開示すべき重
要な不備は①評価段階で不備となった事項が改善され
ない場合、また、②改善の期間が不十分で不備のまま
会計年度末を迎えた場合に判定されることになります。
開示すべき重要な不備に該当するか否かの判断は、
外部監査人と十分な協議が必要となります。外部監査
人は、経営者評価結果を利用して監査意見を形成する
ため、外部監査人に評価結果を十分に理解してもらう
必要があるからです。

前述の企業のJ-SOX対応の進め方のポイントを、
＜表1＞の三つのポイントにより整理しています。皆
さまの実務のご参考になれば幸いです。

Ⅳ　報告フェーズにおけるポイント

ポイント 内容

①計画フェーズ 企業の環境変化に伴う評価範囲の変更に早めに対応する

②実施フェーズ
• J-SOXの目的が財務報告の信頼性の確保であることを常に意識する
• 金融商品取引法対応としてのJ-SOX経営者評価と、業務監査の評価のすみ分けを意識する。評価結果のすみ分けを
はっきりした上で、情報共有をしっかり図り、会社がより良い方向に向かえるように協力が必要

③各フェーズを通じて

• J-SOX対応の企業のゴールを見失わない
• 各フェーズで外部監査人と協議することが重要。外部監査人は、各フェーズにおいて経営者評価を利用して監査を実
施しているので、後工程になって、認識の相違により手戻りが発生しないように、各フェーズで外部監査人ときちん
と協議しておくこと

評価範囲
の決定＊

事業拠点別の
計画策定

全社的な内部統制の
整備・文書化

業務プロセス統制の
整備・文書化

IT統制の
整備・文書化

全社的な内部統制の
有効性評価

不備の
検討

不備の
改善

改善後の　
再評価

RF（ロール
フォワード）
手続

経営者
評価結果
確定＊

内部統制
報告書
作成・開示

業務プロセス統制の
有効性評価

IT統制の
有効性評価

＊　外部監査人との協議が特に重要

1. 計画 2. 実施 3. 報告
＜計画＞ ＜整備＞ ＜評価＞ ＜改善＞ ＜RF＞ ＜報告＞
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